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(57)【要約】
【課題】操向操作に応じて回動する操向連動部材に係合
するロック位置ならびにその係合を解除するアンロック
位置間で移動することを可能としてボディに摺動可能に
支持されるロック部材と、ボディとの間にシール部材が
介装される電動ステアリングロック装置において、シー
ル部材の組付け性の向上を図る。
【解決手段】ボディ２８に、ロック部材２５を摺動可能
に嵌合させる支持孔３１と、その支持孔３１の操向連動
部材２３側の端部に同軸に連なって操向連動部材２３側
に開放するシール収容凹部３３とが設けられ、シール収
容凹部３３に収容されるシール部材３２をシール収容凹
部３３内で押しつぶしてロック部材２５の外周面に摺接
させるようにボディ２８との間に挟み込むシールカバー
３４が、ボディ２８の操向連動部材２３側に臨む壁面３
５に取付けられる。
【選択図】　　　　図３



(2) JP 2020-175840 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディ（２８）と、操向操作に応じて回動する操向連動部材（２３）に係合するロック
位置ならびにその係合を解除するアンロック位置間で移動することを可能として前記ボデ
ィ（２８）に摺動可能に支持されるロック部材（２５）と、そのロック部材（２５）を駆
動する動力を発揮することを可能として前記ボディ（２８）に支持される電動モータ（２
６）と、前記ボディ（２８）および前記ロック部材（２５）間に介装されるシール部材（
３２）とを備える電動ステアリングロック装置において、前記ボディ（２８）に、前記ロ
ック部材（２５）を摺動可能に嵌合させる支持孔（３１）と、当該支持孔（３１）の前記
操向連動部材（２３）側の端部に同軸に連なって前記操向連動部材（２３）側に開放する
シール収容凹部（３３）とが設けられ、前記シール収容凹部（３３）に収容される前記シ
ール部材（３２）を前記シール収容凹部（３３）内で押しつぶして前記ロック部材（２５
）の外周面に摺接させるように前記ボディ（２８）との間に挟み込むシールカバー（３４
）が、前記ボディ（２８）の前記操向連動部材（２３）側に臨む壁面（３５）に取付けら
れることを特徴とする電動ステアリングロック装置。
【請求項２】
　前記シールカバー（３４）の前記操向連動部材（２３）側に臨む外面（３４ａ）が、前
記操向連動部材（２３）の外面形状に沿う形状に形成されることを特徴とする請求項１に
記載の電動ステアリングロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ボディと、操向操作に応じて回動する操向連動部材に係合するロック位置な
らびにその係合を解除するアンロック位置間で移動することを可能として前記ボディに摺
動可能に支持されるロック部材と、そのロック部材を駆動する動力を発揮することを可能
として前記ボディに支持される電動モータと、前記ボディおよび前記ロック部材間に介装
されるシール部材とを備える電動ステアリングロック装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ボディおよびロック部材間の隙間からボディ内に外部から水が浸入して電動モータ等の
電気部品に悪影響が及ぶことを防止するために、ボディおよびロック部材間に環状のシー
ル部材が設けられるようにした電動ステアリングロック装置が、特許文献１等で知られて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－１４４５５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１で開示されたものでは、ロック部材を摺動自在に嵌合させるようにして
ボディに設けられる支持孔の内周面に、環状のシール部材を装着するための環状凹部が形
成されており、シール部材は、ねじ込むように圧入することで前記環状凹部に組付けられ
ており、ボディに対するシール部材の組付け性に課題がある。
【０００５】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、シール部材の組付け性の向上を図
った電動ステアリングロック装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、ボディと、操向操作に応じて回動する操向連動
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部材に係合するロック位置ならびにその係合を解除するアンロック位置間で移動すること
を可能として前記ボディに摺動可能に支持されるロック部材と、そのロック部材を駆動す
る動力を発揮することを可能として前記ボディに支持される電動モータと、前記ボディお
よび前記ロック部材間に介装されるシール部材とを備える電動ステアリングロック装置に
おいて、前記ボディに、前記ロック部材を摺動可能に嵌合させる支持孔と、当該支持孔の
前記操向連動部材側の端部に同軸に連なって前記操向連動部材側に開放するシール収容凹
部とが設けられ、前記シール収容凹部に収容される前記シール部材を前記シール収容凹部
内で押しつぶして前記ロック部材の外周面に摺接させるように前記ボディとの間に挟み込
むシールカバーが、前記ボディの前記操向連動部材側に臨む壁面に取付けられることを第
１の特徴とする。
【０００７】
　また本発明は、第１の特徴の構成に加えて、前記シールカバーの前記操向連動部材側に
臨む外面が、前記操向連動部材の外面形状に沿う形状に形成されることを第２の特徴とす
る。
【０００８】
　なお実施の形態のステアリングシャフト２３が本発明の操向連動部材に対応し、実施の
形態のロックピン２５が本発明のロック部材に対応する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の第１の特徴によれば、シール部材をシール収容凹部に収容した状態でシールカ
バーをボディの壁面に取付けることによって、シール部材が、シール収容凹部内で押しつ
ぶされてロック部材の外周面に摺接するようにしてボディおよびシールカバー間に挟み込
まれ、シール部材の組付けにあたってシール部材はシール収容凹部に入れられるだけでよ
く、シール部材の組付け性を高めることができる。
【００１０】
　また本発明の第２の特徴によれば、シールカバーの操向連動部材側に臨む外面が操向連
動部材の外面形状に沿うことにより、シールカバーを操向連動部材により近接させて操向
連動部材およびシールカバー間の隙間を小さく抑え、ロック部材に外部から容易に操作を
加えたり、破壊したりしてステアリングロック状態を解除することを防止することができ
、防盗性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】電動ステアリングロック装置の斜視図である。
【図２】電動ステアリングロック装置の分解斜視図である。
【図３】図１の３－３線断面図である。
【図４】図３の４－４線断面図である。
【図５】図３の５－５線断面図である。
【図６】シール部材およびシールカバーを外した状態での電動ステアリングロック装置の
斜視図である。
【図７】上部カバーおよびギヤカバーを外した状態での電動ステアリングロック装置の平
面図である。
【図８】スライダーを斜め上方から見た斜視図である。
【図９】スライダー斜め下方から見た斜視図である。
【図１０】ウォームホイルおよびカム部材を斜め上方から見た分解斜視図である。
【図１１】ウォームホイルおよびカム部材を斜め下方から見た分解斜視図である。
【図１２】ギヤカバーを下方から見た斜視図である。
【図１３】図１２の１３矢視方向から見たギヤカバーの斜視図である。
【図１４】スイッチスライダーおよびコイルスプリングの分解斜視図である。
【図１５】ロックピンがアンロック位置にある状態でのロックピン、スライダー、カム部
材およびスイッチスライダーの相対位置を示す図である。
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【図１６】ロックピンがロック位置側に移動を開始する状態でのロックピン、スライダー
、カム部材およびスイッチスライダーの相対位置を示す図である。
【図１７】ロックピンがロック位置側にフルストロークした状態でのロックピン、スライ
ダー、カム部材およびスイッチスライダーの相対位置を示す図である。
【図１８】ロックピンがロック位置側にフルストロークした状態での図５に対応した断面
図である。
【図１９】ロックピンのロック位置を保持している状態でのロックピン、スライダー、カ
ム部材およびスイッチスライダーの相対位置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、添付の図１～図１９を参照しながら説明すると、先ず図
１において、この電動ステアリングロック装置は、たとえば自動二輪車用のスマートエン
トリーシステムに用いられるものであり、携帯送・受信器を携帯したユーザーが自動二輪
車に乗車するのに応じてステアリングロック状態を解除し、前記携帯送・受信器を携帯し
たユーザーが自動二輪車から退出するのに応じて前記ステアリングロック状態を解除する
ように作動するものである。
【００１３】
　図２～図５を併せて参照して、車体フレーム２１の一部を構成するヘッドパイプ２２内
に、操向操作に応じて回動する操向連動部材としてのステアリングシャフト２３が回動可
能に挿通されており、前記電動ステアリングロック装置は、前記ステアリングシャフト２
３に係合したロック状態と、その係合を解除したアンロック状態とを切り替えるように構
成される。
【００１４】
　前記電動ステアリングロック装置は、固定のケーシング２４と、前記ステアリングシャ
フト２３に係合するロック位置ならびにその係合を解除するアンロック位置間での直線的
な往復移動を可能として前記ケーシング２４に支持されるロック部材であるロックピン２
５と、当該ロックピン２５を駆動する動力を発揮することを可能として前記ケーシング２
４内に固定される電動モータ２６と、当該電動モータ２６の回転運動を前記ロックピン２
５の直線運動に変換するようにして前記ケーシング２４内で前記電動モータ２６および前
記ロックピン２５間に介設される運動変換機構２７とを備える。
【００１５】
　前記ケーシング２４は、前記車体フレーム２１に固定されるボディ２８と、該ボディ２
８の上部に締結される上部カバー２９と、前記ボディ２８の下部に締結される下部カバー
３０とから成る。
【００１６】
　前記ボディ２８は、前記ヘッドパイプ２２側に臨む第１の壁部２８ａａならびに当該第
１の壁部２８ａａを前記ヘッドパイプ２２との間に挟むようにして前記第１の壁部２８ａ
ａから間隔をあけた位置に配置される第２の壁部２８ａｂを有して無端状に連なる側壁２
８ａと、当該側壁２８ａの下端部寄りの部分の内周に連なる中間壁２８ｂとを一体に有す
るように形成される。
【００１７】
　前記ボディ２８における前記側壁２８ａの前記第１の壁部２８ａａには、前記ステアリ
ングシャフト２３の軸線と直交する方向に延びる支持孔３１が設けられており、この支持
孔３１に、前記ロック位置および前記アンロック位置間での直線的な移動を可能として前
記ロックピン２５が摺動可能に嵌合され、前記ボディ２８および前記ロックピン２５間に
は、たとえば環状に形成されるシール部材３２が介装される。
【００１８】
　図６を併せて参照して、前記ボディ２８の前記第１の壁部２８ａａには、前記支持孔３
１の前記ステアリングシャフト２３側の端部に同軸に連なって前記ステアリングシャフト
２３側に開放するシール収容凹部２３が設けられており、このシール収容凹部２３は前記
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シール部材３２に対応して環状に形成され、当該シール収容凹部３３に前記シール部材３
２が収容される。しかも前記ボディ２８における前記第１の壁部２８ａａの前記ステアリ
ングシャフト２３側に臨む壁面３５にはシールカバー３４が、たとえば一対の第１のねじ
部材３６で取付けられており、このシールカバー３４は、前記ボディ２８の前記壁面３５
に取付けられた状態では、前記シール収容凹部３３に収容される前記シール部材３２を前
記シール収容凹部３３内で押しつぶして前記ロックピン２５の外周面に摺接させるように
前記ボディ２８との間に挟み込む。
【００１９】
　前記ボディ２８の前記壁面３５には、前記シール収容凹部３３の周囲に配置される一対
の位置決め突起３７が突設されており、それらの位置決め突起３７を嵌合させる一対の位
置決め凹部３８が前記シールカバー３４に形成され、前記位置決め突起３７を前記位置決
め凹部３８に嵌合させた状態の前記シールカバー３４が一対の前記第１のねじ部材３６で
前記ボディ２８の前記壁面３５に取付けられる。
【００２０】
　前記シールカバー３４は、前記ヘッドパイプ２２に設けられた嵌合孔３９に嵌合され、
前記シールカバー３４の前記ステアリングシャフト２３側に臨む外面３４ａは、前記ステ
アリングシャフト２３の外面形状に沿う形状、すなわち円弧状の横断面形状を有するよう
に形成される。
【００２１】
　ところで前記ロックピン２５の一端部は、そのロック位置にある状態では前記シールカ
バー３４から前記ステアリングシャフト２３側に突出するものであり、前記ステアリング
シャフト２３の外面に形成されている係止凹部４０に前記ロックピン２５の一端部が係合
することによって前記ステアリングシャフト２３の回動が阻止され、ステアリングロック
状態となる。
【００２２】
　図７を併せて参照して、前記ボディ２８には、当該ボディ２８の側壁２８ａの一部と、
前記側壁２８ａに一体に連なる仕切壁４３とで、前記中間壁２８ｂの上方に配置されるモ
ータ収容凹部４４が、前記上部カバー２９側に開放するようにして形成され、フェルト４
５が巻装された前記電動モータ２６が、その回転軸線が前記ロックピン２５の移動方向と
平行となるようにして収容される。一方、前記上部カバー２９には、前記電動モータ２６
の外周の一部に対応して湾曲した膨出部２９ａが形成されており、前記フェルト４５が巻
装された前記電動モータ２６は、前記上部カバー２９の前記膨出部２９ａおよび前記ボデ
ィ２８間に挟持されることで前記ケーシング２４に固定される。
【００２３】
　ところで前記電動モータ２６の長手方向両端部には、出力軸４６を回転自在に軸支する
第１および第２の軸受部２６ａ，２６ｂが突設されており、第１の軸受部２６ａから前記
出力軸４６が突出される。しかも前記仕切壁４３の上部には前記第１の軸受部２６ａを嵌
合させる嵌合凹部４７が形成される。また前記ケーシング２４内で前記中間壁２８ｂおよ
び前記上部カバー２９間には、前記仕切壁４３を挟んで前記モータ収容凹部４４に隣接す
るギヤ室４８が形成されており、前記出力軸４６は前記ギヤ室４８内に突入され、前記出
力軸４６の先端部は前記ボディ２８の前記中間壁２８ｂに形成されて上方に開放した支持
凹部４９に嵌合、支持される。
【００２４】
　前記ギヤ室４８には前記運動変換機構２７が収容され、この運動変換機構２７は、前記
電動モータ２６の出力軸４６に設けられるウォーム５０と、該ウォーム５０に噛合するウ
ォームホイル５１と、該ウォームホイル５１に連動、連結されるカム部材５２と、前記ロ
ックピン２５の他端部に連動、連結されるスライダー５３とを備え、前記運動変換機構２
７を覆って前記上部カバー２９の下方に配置されるギヤカバー５４（図４および図５参照
）が、前記ボディ２８に設けられる一対のねじ孔５５にそれぞれ螺合される第２のねじ部
材５６（図２参照）で前記ボディ２８に取付けられる。
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【００２５】
　図８および図９を併せて参照して、前記スライダー５３は、前記電動モータ２６の回転
軸線と直交する平面に沿うとともに前記回転軸線に沿う方向に間隔をあけて対向配置され
る一対の側板部５３ａと、それらの側板部５３ａの上部間を連結する連結板部５３ｂと、
一対の前記側板部５３ａの前記ロックピン２５とは反対側の端部に直角に連なって相互に
離反する方向に延びる一対の張り出し板部５３ｃと、一対の前記側板部５３ａの前記ロッ
クピン２５とは反対側の端部側を相互に連結する連結部５３ｄと、その連結部５３ｄから
下方に突出する下方突出部５３ｅとを一体に有する。
【００２６】
　前記ボディ２８の前記中間壁２８ｂには、図３で明示するように、前記支持孔３１に連
なるガイド溝５７が、前記支持孔３１の内径よりも大きな幅を有しつつ上方に開放するよ
うにして形成されており、前記スライダー５３が有する一対の前記側板部５３ａの一部は
前記ガイド溝５７に摺動可能に嵌合される。
【００２７】
　前記ロックピン２５の他端部には、前記スライダー５３が有する一対の前記側板部５３
ａ間に挿入される挿入部２５ａと、その挿入部２５ａから両側に張り出す一対の係合腕部
２５ｂとが一体に形成されており、前記スライダー５３の前記側板部５３ａには、前記係
合腕部２５ｂを挿通、係合させるようにして下方に開いた係止凹部５８がそれぞれ形成さ
れる。しかも前記スライダー５３の前記連結部５３ｄには、前記ロックピン２５の前記挿
入部２５ａに突出する棒状の第１のスプリングガイド５９が突設され、前記挿入部２５ａ
には前記第１のスプリングガイド５９に対応した第１のスプリング収容凹部６０が形成さ
れる。
【００２８】
　前記ロックピン２５の前記挿入部２５ａと、前記スライダー５３の前記連結部５３ｄと
の間には第１のコイルスプリング６１が縮設されており、前記第１のスプリング収容凹部
６０に一部が収容されるようにして前記挿入部２５ａに一端部が当接される第１のコイル
スプリング６１の他端部は、前記第１のスプリングガイド５９を囲繞しつつ前記連結部５
３ｄに当接される。この第１のコイルスプリング６１によって、前記ロックピン２５は、
前記係合腕部２５ｂが前記係止凹部５８の前記ステアリングシャフト２３側の側縁に当接
するように付勢される。
【００２９】
　また前記スライダが備える一対の前記張り出し板部５３ｃには、前記第１のスプリング
ガイド５９と同方向に突出する棒状の第２のスプリングガイド６２がそれぞれ突設される
。一方、前記ボディ２８には、前記第２のスプリングガイド６２に対応する一対の第２の
スプリング収容凹部６３が形成される。
【００３０】
　前記スライダー５３が有する一対の前記張り出し板部５３ｃと、前記ボディ２８との間
には、一対の第２のコイルスプリング６４が縮設されており、前記第２のスプリング収容
凹部６３に一部が収容されるようにして一端部が前記ボディ２８に当接される前記第２の
コイルスプリング６４の他端部が、前記第２のスプリングガイド６２を囲繞しつつ前記張
り出し板部５３ｃに当接される。この第２のコイルスプリング６４によって、前記スライ
ダー５３は、前記ロックピン２５をアンロック位置とする側に付勢されることになる。
【００３１】
　前記ロックピン２５および前記スライダー５３を前記ボディ２８への組付けおよび取り
外しのために、前記ボディ２８における第２の壁部２８ａｂの前記ロックピン２５および
前記スライダー５３に対応する部分には、下方に開いた矩形状の切欠き６７が形成される
。この切欠き６７を閉じるために、前記下部カバー３０は、前記ボディ２８が有する前記
側壁２８ａに対応した平板部３０ａと、前記側壁２８ａの前記切欠き６７を閉じるように
して前記平板部３０ａから上方に突出する縦板部３０ｂとを一体に有するように形成され
る。
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【００３２】
　前記ボディ２８および前記上部カバー２９間には、前記ボディ２８における前記側壁２
８ａの上端部に形成される上部シール溝６８に嵌合されるようにして無端状に連なる上部
シール部材６９が介装され、複数個たとえば４個の第３のねじ部材７０で前記上部カバー
２９が前記ボディ２８に締結される。また前記ボディ２８および前記下部カバー３０間に
は、前記切欠き６７の側縁を含んで前記側壁２８ａの下端部に形成される下部シール溝７
１に無端状の下部シール部材７２が介装され、複数個たとえば４個の第４のねじ部材７３
（図２参照）で前記下部カバー３０が前記ボディ２８に締結される。
【００３３】
　また前記下部カバー３０には、回路基板７６がたとえば２個の第５のねじ部材７５（図
２参照）で締結されており、この回路基板７６に装着される複数の電気部品および前記電
動モータ２６との電気的接続を果たすためのコネクタ７７が前記下部カバー３０に組み付
けられ、このコネクタ７７は、第６のねじ部材７８で前記ボディ２８の前記側壁２８ａに
締結される。
【００３４】
　前記ウォームホイル５１および前記カム部材５２は、ともに連動して回動するようにし
て支軸７９で回動可能に支持される。前記支軸７９は、前記ロックピン２５の移動方向の
延長線上から側方にオフセットした位置、この実施の形態では前記ロックピン２５および
前記スライダー５３に対して前記電動モータ２６とは反対側の側方にオフセットした位置
に配置されて、前記ボディ２８に一端部が嵌合されるものであり、この実施の形態で前記
支軸７９は金属製であるが、コスト低減のために樹脂製とすることも可能である。
【００３５】
　前記ウォームホイル５１と、当該ウォームホイル５１よりも径方向で小さく形成されて
前記ウォームホイル５１に連動、連結されるカム部材５２とは、前記ウォームホイル５１
の下方に前記カム部材５２が配置されるようにして、前記カム部材５２の一部が前記支軸
７９の軸線に沿う方向から見て前記スライダー５３における前記連結板部５３ｂに一部が
重なるようにしつつ、前記スライダー５３よりも上方に配置される。
【００３６】
　図１０および図１１を併せて参照して、前記ウォームホイル５１は、円板部５１ａと、
そのの円板部５１ａの外周縁に直角に連なる円筒部５１ｂと、前記円板部５１ａの下面の
ほぼ半周の外周部から下方に突出するとともに周方向両端部が前記円筒部５１ｂの内周に
連なる円弧状突部５１ｃとを一体に有し、前記円筒部５１ｂの外周に、前記ウォーム５０
に噛合する斜歯８０が形成される。
【００３７】
　また前記カム部材５２は、前記ウォームホイル５１における前記円板部５１ａの下方に
配置されるものであり、前記ウォームホイル５１の前記円板部５１ａよりも小径に形成さ
れる円板状の基部５２ａと、その基部５２ａのほぼ半周の外周から側方に張り出すととも
に当該基部５２ａよりも下方に突出する突出部５２ｂと、その突出部５２ｂの周方向一端
部の内周から前記基部５２ａの下面外周部に沿って延出される円弧状の延出部５２ｃとを
一体に有するように形成される。しかも前記カム部材５２は、前記ロックピン２５をロッ
ク位置に移動させるときには図１０および図１１の矢印で示すロック位置側回動方向８１
に回動するものであり、前記延出部５２ｃは、ロック位置側回動方向８１での前記突出部
５２ｂの前端部から延出される。
【００３８】
　前記ウォームホイル５１の下部において、前記円筒部５１ｂのうち前記円弧状突部５１
ｃを除く部分と、前記円弧状突部５１ｃとは、前記カム部材５２の外周形状に対応する嵌
合凹部８２を形成するものであり、前記カム部材５２の一部はその嵌合凹部８２に嵌合さ
れる。
【００３９】
　しかも前記ウォームホイル５１における前記円板部５１ａの中央に、前記支軸７９を挿
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通させる中心孔８３が形成され、前記カム部材５２の前記基部５２ａにも前記中心孔８３
に対応する中心孔８４が前記支軸７９を挿通させるようにして形成される。
【００４０】
　ところで前記ロックピン２５に連動、連結された前記スライダー５３は、前記ロックピ
ン２５をアンロック位置からロック位置に移動させるときには前記カム部材５２で押圧駆
動されるものであり、前記スライダー５３における前記連結板部５３ｂの前記ロックピン
２５側端部に突設される受圧突起５３ｆに当接可能なロックピン駆動部８５が、前記カム
部材５２の前記ロック位置側回動方向８１への回動に応じて前記受圧突起５３ｆに押圧力
を加えるようにして、前記カム部材５２における前記突出部５２ｂの前記ロック位置側回
動方向８１に沿う前端に設けられる。
【００４１】
　図１２および図１３を併せて参照して、前記ギヤカバー５４の下面中央部には、前記ボ
ディ２８における前記中間壁２８ｂに一端部が嵌合支持される前記支軸７９の他端部を嵌
合、支持するようにしたボス部５４ａが突設される。また前記ボス部５４ａから半径方向
外方に突出する回動規制部８６が前記ギヤカバー５４の下面に一体に設けられる。
【００４２】
　前記回動規制部８６は、前記ウォームホイル５１および前記カム部材５２の回動を規制
するものであり、前記ウォームホイル５１とともに回動する前記カム部材５２に前記回動
規制部８６に当接し得る被規制部８９が設けられる。
【００４３】
　前記被規制部８９は、図１０および図１１で示すように、前記カム部材５２における前
記突出部５２ｂの前記ロック位置側回動方向８１に沿う前端の上面に突設されており、こ
の被規制部８９は、前記ウォームホイル５１の前記円板部５１ａに形成された第１の貫通
孔９０に挿通されて前記ウォームホイル５１よりも上方に突出する。
【００４４】
　また前記カム部材５２の中心孔を前記被規制部８９との間に挟む位置で前記カム部材５
２における前記突出部５２ｂの上面には位置決め突部９１が突設されており、この位置決
め突部９１は、前記ウォームホイル５１の前記円板部５１ａに形成された第２の貫通孔９
２に挿通される。
【００４５】
　また前記ギヤカバー５４の下面には、前記ウォーム５０を上方から覆って当該ウォーム
５０の浮き上がりを防止するためのウォームカバー８７が、下方に開いた略Ｕ字状の横断
面形状を有するようにして一体に形成される。
【００４６】
　さらに前記ギヤカバー５４には、前記ロックピン２５の前記ロック位置および前記アン
ロック位置間での直線的な移動方向のアンロック位置側への延長線上に配置される規制壁
８８が一体に設けられ、この規制壁８８は、前記スライダー５３における前記張り出し板
部５３ｃに当接して、前記スライダー５３の移動を規制し、それによって前記ロックピン
２５の前記アンロック位置側への移動端が規制される。
【００４７】
　前記下部カバー３０における前記平板部３０ａの上面に締結される前記回路基板７６の
上面には、図４で示すように、前記スライダー５３の移動方向に沿って間隔をあけて第１
および第２のホールＩＣ９４，９５が取付けられる。一方、前記スライダー５３における
前記下方突出部５３ｅは、前記ボディ２８の前記中間壁２８ｂに形成された開口部９６か
ら前記回路基板７６側に突出しており、前記下方突出部５３ｅに形成されるマグネット収
容凹部９７にマグネット９８が収容され、前記マグネット９８を前記下方突出部５３ｅに
保持するためのマグネットホルダ９９が前記下方突出部５３ｅに弾発、係合される。
【００４８】
　而して前記第１のホールＩＣ９４は、前記ロックピン２５がアンロック位置にあるとき
に前記マグネット９８が近接することによって前記ロックピン２５がアンロック位置にあ
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ることを検出するものであり、前記第２のホールＩＣ９５は、前記ロックピン２５がロッ
ク位置にあるときに前記マグネット９８が近接することによって前記ロックピン２５がロ
ック位置にあることを検出するものである。
【００４９】
　また前記回路基板７６には、図５で示すように、前記ウォームホイル５１および前記カ
ム部材５２の回動位置を検出するためのマイクロスイッチ１００が取付けられる。また前
記カム部材５２の回動に応じて前記マイクロスイッチ１００のスイッチング態様を変化さ
せるスイッチスライダー１０１が、前記カム部材５２に向けて付勢されつつスライドする
ことを可能として前記カム部材５２および前記マイクロスイッチ１００間に配置されるも
のであり、この実施の形態で前記スイッチスライダー１０１は、前記カム部材５２の回動
軸線と平行な方向にスライドすることを可能として、前記回動軸線に沿う方向で前記カム
部材５２および前記マイクロスイッチ１００間に配置される。
【００５０】
　図１４を併せて参照して、前記スイッチスライダー１０１は、前記カム部材５２側の先
端部に当接部１０２を有するスライダー主部１０１ａと、そのスライダー主部１０１ａか
ら両側に突出する一対の腕部１０１ｂとを一体に有するように形成される。
【００５１】
　一方、前記ボディ２８における前記中間壁２８ｂの前記マイクロスイッチ１００に対応
する部分には、前記スライダー主部１０１ａをスライド可能に嵌入させるスライド孔１０
３と、そのスライド孔１０３の両側に配置されて前記カム部材５２側に開放した一対の第
３のスプリング収容凹部１０４と、前記スライド孔１０３および前記第３のスプリング収
容凹部１０４間を結ぶスリット１０５とが形成される。
【００５２】
　前記スイッチスライダー１０１の腕部１０１ｂは、前記スライド孔１０３に嵌入される
前記スライダー主部１０１ａから前記スリット１０５を貫通して前記第３のスプリング収
容凹部１０４側に突出される。前記腕部１０１ｂには、前記第３のスプリング収容凹部１
０４内に向けて突出する第３のスプリングガイド１０６が突設されており、それらの第３
のスプリングガイド１０６を一端側で囲繞するようにして前記第３のスプリング収容凹部
１０４に収容される一対の第３のコイルスプリング１０７が、前記腕部１０１ｂおよび前
記ボディ２８間に縮設され、それらの第３のコイルスプリング１０７によって前記スイッ
チスライダー１０１が前記カム部材５２側に向けて付勢される。
【００５３】
　前記カム部材５２には、当該カム部材５２の回動に応じて前記スイッチスライダー１０
１を駆動するスイッチスライダー駆動部１０８が設けられる。このスイッチスライダー駆
動部１０８は、図１０および図１１で示すように、前記カム部材５２における前記突出部
５２ｂおよび延出部５２ｃに設けられるものであり、前記突出部５２ｂの前記ロック位置
側回動方向８１に沿う後端下面に形成される第１の斜面１０９と、前記延出部５２ｃの前
記ロック位置側回動方向８１に沿う前端下面に形成される第２の斜面１１０とを備える。
第１の斜面１０９は、前記ロック位置側回動方向８１に沿う前方側に向けて次第に下方位
置となるように傾斜して形成され、前記第２の斜面１１０は、前記ロック位置側回動方向
８１に沿う前方側に向けて次第に上方位置となるように傾斜して形成される。
【００５４】
　前記スイッチスライダー１０１の前記当接部１０２は、前記第１の斜面１０９、前記突
出部５２ｂの下面、前記延出部５２ｃの下面および前記第２の斜面１１０に接触するもの
であり、前記当接部１０２は、その少なくとも一部が、前記カム部材５２の回動軸線に沿
う方向から見て前記カム部材５２と重なるように配置されることになる。
【００５５】
　前記電動モータ２６の作動による前記運動変換機構２７の作動に伴う前記ロックピン２
５およびスライダー５３の作動状況について次に説明すると、図１５において、前記ロッ
クピン２５がアンロック位置にあって電動モータ２６の非作動状態にあるとき、すなわち
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前記カム部材５２の非作動状態では、前記カム部材５２の前記被規制部８９は前記ギヤカ
バー５４の回動規制部８６に前記ロック位置側回動方向８１とは反対側から当接しており
、前記スイッチスライダー１０１の前記当接部１０２は、前記カム部材５２における前記
突出部５２ｂの下面に当接し、図５で示すように、前記マイクロスイッチ１００に接触し
た状態にある。
【００５６】
　次いで前記電動モータ２６の作動を開始して、図１６で示すように、カム部材５２のロ
ックピン駆動部８５を前記スライダー５３の前記受圧突起５３ｆに当接させる位置まで前
記カム部材５２を前記ロック位置側回動方向８１に回動したときにも、前記スイッチスラ
イダー１０１の前記当接部１０２は、前記カム部材５２における前記突出部５２ｂの下面
に当接し、図５で示すように、前記マイクロスイッチ１００に接触したままである。
【００５７】
　前記電動モータ２６によって前記カム部材５２を前記ロック位置側回動方向８１にさら
に回動すると、図１７で示すように、前記スライダー５３の受圧突起５３ｆが前記ロック
ピン駆動部８５で押され、前記ロックピン２５がロック位置に移動することになる。この
際、前記スイッチスライダー１０１の前記当接部１０２は前記突出部５２ｂの下面から第
１の斜面１０９を経て、前記カム部材５２における前記基部５２ａの外周部に接触した状
態にあり、この状態で前記スイッチスライダー１０１は、図１８で示すように、前記マイ
クロスイッチ１００から離間して当該マイクロスイッチ１００のオン状態からオフ状態へ
とスイッチング態様を変化させることになる。
【００５８】
　また前記スライダー５３の前記受圧突起５３ｆは、前記ロックピン駆動部８５から前記
突出部５２ｂの外周面に接触する位置まで変位し、前記ロックピン駆動部８５から前記突
出部５２ｂの外周面への前記受圧突起５３ｆの接触部の変位を円滑に行なうために、前記
ロックピン駆動部８５および前記突出部５２ｂの外周面間には斜面であるガイド面１１１
が形成される。
【００５９】
　前記ロックピン２５が前記ロック位置側にフルストロークしたことが前記第２のホール
ＩＣ９５で検出された後には、前記電動モータ２６の作動継続によって前記カム部材５２
は前記ロック位置側回動方向８１にさらに回動し、図１９で示すように、前記カム部材５
２の回動は、そのカム部材５２の前記被規制部８９が前記ギヤカバー５４の回動規制部８
６に前記ロック位置側回動方向８１から当接することで規制され、前記スライダー５３の
前記受圧突起５３ｆが前記カム部材５２における前記突出部５２ｂの外周面に当接するこ
とで前記ロックピン２５のロック位置が保持される。また前記スイッチスライダー１０１
の前記当接部１０２は、第２の斜面１１０から前記延出部５２ｃの下面に当接した状態に
あり、図５で示すように、前記マイクロスイッチ１００に接触する。
【００６０】
　前記ロックピン２５を前記ロック位置から前記アンロック位置に戻すときには、前記電
動モータ２６の逆方向への回転作動によって、前記カム部材５２を図１９で示す位置から
図１６で示す位置まで回動して戻せばよく、前記ロックピン２５および前記スライダー５
３は、第２のコイルスイッチプリング６４の付勢力でアンロック位置側に移動することに
なる。
【００６１】
　次にこの実施の形態の作用について説明すると、ボディ２８に、ロックピン２５を摺動
可能に嵌合させる支持孔３１と、当該支持孔３１のステアリングシャフト２３側の端部に
同軸に連なって前記ステアリングシャフト２３側に開放する環状のシール収容凹部３３と
が設けられ、ボディ２８およびロックピン２５間に介装されるようにして前記シール収容
凹部３３に収容される環状のシール部材３２を前記シール収容凹部３３内で押しつぶして
前記ロックピン２５の外周面に摺接させるように前記ボディ２８との間に挟み込むシール
カバー３４が、前記ボディ２８の前記ステアリングシャフト２３側に臨む壁面３５に取付
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けられるので、シール部材３２の組付けにあたってシール部材３２は前記シール収容凹部
３３に入れられるだけでよく、シール部材３２の組付け性を高めることができる。
【００６２】
　また前記シールカバー３４の前記ステアリングシャフト２３側に臨む外面３４ａが、前
記ステアリングシャフト２３の外面形状に沿う形状に形成されるので、シールカバー３４
をステアリングシャフト２３により近接させてステアリングシャフト２３およびシールカ
バー３４間の隙間を小さく抑え、ロックピン２５に外部から容易に操作を加えたり、破壊
したりしてステアリングロック状態を解除することを防止することができ、防盗性の向上
を図ることができる。
【００６３】
　また電動モータ２６およびロックピン２５間に設けられる運動変換機構２７およびロッ
クピン２５の一部を覆うようにして前記ボディ２８に取付けられるギヤカバー５４に、前
記ロックピン２５のロック位置およびアンロック位置間での移動方向の延長線上に配置さ
れる規制壁８８が、前記ロックピン２５の前記アンロック位置側への移動端を規制するよ
うにして一体に設けられるので、カム部材５２を回動可能に支持する支軸７９が前記ロッ
クピン２５の移動方向の延長線上から側方にオフセットした位置にあっても、ギヤカバー
５４に規制壁８８が一体に設けられるようにした簡単な構造でロックピン２５からの衝撃
を受けることができ、部品の形状変更等による構造の複雑化や大型化を回避することがで
きる。
【００６４】
　また前記ギヤカバー５４に、前記カム部材５２の回動を規制する回動規制部８６が一体
に設けられるので、ロックピン２５の移動規制機能およびカム部材５２の回動規制機能を
ギヤカバー５４に持たせることができ、部品点数の増大を回避しつつ、装置の大型化防止
がより一層図れる。
【００６５】
　また前記カム部材５２の作動位置を検出するよにして回路基板７６に取付けられるマイ
クロスイッチ１００と、前記カム部材５２の作動に応じて前記マイクロスイッチ１００の
スイッチング態様を変化させることを可能としたスイッチスライダー１０１が、前記カム
部材５２に向けて付勢されつつスライドすることを可能として前記カム部材５２および前
記マイクロスイッチ１００間に配置されるので、前記回動軸線に沿う方向で前記カム部材
５２の作動に応じて前記マイクロスイッチ１００のスイッチング態様を変化させるように
した中継部材を回動可能に支持するための支軸をカム部材５２の側方に配置することが不
要であり、スイッチスライダー１０１をカム部材５２に近づけて配置して装置の小型化を
図ることができる。
【００６６】
　しかも前記カム部材５２に当接する当接部１０２を有する前記スイッチスライダー１０
１は、前記カム部材５２の回動軸線と平行な方向にスライドすることを可能として、前記
回動軸線に沿う方向で前記カム部材５２および前記マイクロスイッチ１００間に配置され
、その当接部１０２の少なくとも一部が、前記カム部材５２の回動軸線に沿う方向から見
て前記カム部材５２と重なるように配置されるので、スイッチスライダー１０１をカム部
材５２により近づけて配置して装置の小型化を一層図ることができる。
【００６７】
　また前記ロックピン２５が前記アンロック位置側に向けて付勢され、当該ロックピン２
５の側方に配置される支軸７９に、ウォームホイル５１と、当該ウォームホイル５１より
も径方向で小さく形成される前記カム部材５２とが連動して回動するようにして回動可能
に支持され、前記カム部材５２に、当該カム部材５２の回動に応じて前記ロックピン２５
を前記アンロック位置から前記ロック位置に移動させるためのロックピン駆動部８５と、
前記カム部材５２の回動に応じて前記スイッチスライダー１０１を駆動するスイッチスラ
イダー駆動部１０８と、前記ウォームホイル５１および前記カム部材５２の回動端を規制
するようにしてギヤカバー５４に設けられる回動規制部８６に当接可能な被規制部８９と
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ウォームホイル５１の大型化を回避し、装置の小型化を図ることができる。
【００６８】
　さらに前記被規制部８９が、前記ウォームホイル５１に形成された第１の貫通孔９０に
挿通させるようにして前記カム部材５２に突設されるので、ウォームホイル５１に対する
カム部材５２の周方向位置決めが容易となる。
【００６９】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明を逸脱することなく種々の設計変更を
行うことが可能である。
【００７０】
　たとえば上述の実施の形態では、電動モータ２６で回動駆動されるカム部材５２でロッ
クピン２５を駆動するようにした電動ステアリングロック装置について説明したが、電動
モータ２６が発揮する動力でロックピン２５を駆動するものであれば、電動モータ２６お
よびロックピン２５間に設けられる運動変換機構の構成がどのようなものであっても本発
明を適用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
２３・・・操向連動部材であるステアリングシャフト
２５・・・ロック部材であるロックピン
２６・・・電動モータ
２８・・・ボディ
３１・・・支持孔
３２・・・シール部材
３３・・・シール収容凹部
３４・・・シールカバー
３４ａ・・・シールカバーのステアリングシャフト側に臨む外面
３５・・・壁面
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